
 

 

条 例 第 ５ 号  

令和２年３月１８日 

 

 

鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例 

                                     

（趣旨） 

第１条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。以下「

法」という。）第９条及び第３７条の３第１項の規定に基づき、動物の飼養及び保管、動物

愛護管理員等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 動物 哺乳類、鳥類又は爬
は

虫類に属する動物をいう。 

(2) 飼い主 動物を飼養する者をいう。 

(3) 飼養施設 法第１０条第２項第６号に規定する施設をいう。 

(4) 係留 動物を柵その他の囲いの中に収容し、又は固定した物につないでおくことをいう。 

(5) 特定動物 法第２５条の２に規定する動物をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、動物の健康及び安全の保持、動物が人に迷惑を及ぼすことの防止、動物による

人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止等のため、必要な施策を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

 （市民の責務） 

第４条 市民は、人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとと

もに、市が行う施策に協力するよう努めなければならない。 

（飼い主になろうとする者の責務） 

第５条 飼い主になろうとする者は、飼養の目的、生活環境、飼養能力等に適した動物を選ぶ

よう努めなければならない。 

（飼い主の責務） 

第６条 飼い主は、その飼養を行う動物に関し、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

(1) 動物の種類、習性、生理及び生態に応じて、適切に給餌及び給水を行うこと。 

(2) 動物が疾病にかかり、又は負傷した場合は、速やかに必要な処置を行うこと。 

(3) 畜産農業の用、試験研究用その他正当な理由がある場合を除き、当該動物を終生飼養す

るとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合は、適正に飼養することがで

きる者に当該動物を譲渡すること。 



 

 

(4) 動物には、マイクロチップ、名札、鑑札等により、当該飼い主の氏名、連絡先等を明ら

かにするための措置を講ずること。 

(5) 災害が発生した場合に備え、同行避難ができるよう適切な方法でしつけを行うとともに、

避難用品を備蓄すること。 

(6) 鳴き声、汚物、汚水、臭気等により人に迷惑を及ぼさないこと。 

 (7) 動物が逸走した場合は、速やかに捜索し、自らの責任において収容すること。 

（犬の飼い主等の遵守事項） 

第７条 犬の飼い主は、犬を飼養している旨の標識を、犬を飼養している場所の出入口付近の

外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限り

でない。 

２ 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を常に係留しておかなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のため使用する場合 

(2) 犬を展示会、競技会、サーカスその他これらに類する催物に使用する場合 

(3) 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法

で訓練し、運動させ、又は移動させる場合 

３ 犬を飼養し、又は保管する者は、前項ただし書の規定により犬の係留の義務を免れる場合

においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 犬の性質及び体格に応じ、口輪を着け、又は犬をつなぐ用具に留意する等適正な措置を

とり、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止すること。 

(2) 犬に学校、公園、道路等の公共の場所その他他人の財産を汚染させ、又は損傷させない

こと。 

４ 犬の飼い主は、飼養施設の内外又は犬を係留している場所を常に清潔にし、汚物処理、昆

虫の発生の防止及び駆除並びに臭気の処理を十分に行わなければならない。 

５ 犬の飼い主は、犬を飼養施設の外に連れて行くときは、犬のふんを持ち帰るための用具及

び尿を流すための道具を携行し、ふん尿を適切に処理しなければならない。 

（猫の飼い主の責務） 

第８条 猫の飼い主は、飼養している猫に次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 屋内で飼養すること。 

(2) 排便のしつけ等を行うこと。 

(3) 繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術（生殖を不能とする手術をいう。）を行うこと。 

（猫の多頭飼養の届出） 

第９条 猫の飼い主は、その一の飼養施設において飼養する猫（生後９０日以内のものを除く。

）の数（以下「飼養数」という。）が１０以上となったときは、その日から起算して３０日

以内に、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合は、



 

 

この限りでない。 

(1) 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

(2) 飼養施設の所在地 

(3) 飼養数 

(4) 飼養施設の構造及び規模 

(5) 飼養の方法 

(6) その他規則で定める事項 

（変更等の届出） 

第１０条 前条の規定による届出をした者（以下「多頭飼養者」という。）は、同条各号に掲

げる事項（同条第２号及び第３号に掲げる事項を除く。）に変更があったときは、その旨を

市長に届け出なければならない。 

２ 多頭飼養者は、当該届出に係る飼養施設における飼養を廃止したとき、又は当該届出に係

る飼養施設における飼養数が１０未満となったときは、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

（多頭飼養者に対する指導又は助言） 

第１１条 市長は、多頭飼養者の飼養する猫が健康を損ない、又は飼養に起因した悪臭の発生

等によって周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは、当該多頭飼養者に対

し、必要な指導又は助言をすることができる。 

（不適切な給餌の禁止） 

第１２条 飼い主のいない猫に給餌を行う者は、適切な方法により行うこととし、周辺の住民

の生活環境に支障が生じるような給餌を行ってはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反し、周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは、

当該支障を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。 

（犬の捕獲等） 

第１３条 市長は、第７条第２項の規定に違反して係留されていない犬があるときは、その職

員に当該犬を捕獲させ、これを抑留することができる。 

２ 前項の規定により犬を捕獲する職員は、犬を捕獲するためにやむを得ない場合には、合理

的に必要と判断される限度で、飼い主又はその他の者の土地に立ち入ることができる。 

３ 市長は、法第３５条第１項本文（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定によ

り犬又は猫を引き取るときは、引き取るべき日時及び場所を指定し、当該犬又は猫を引き取

るための必要な指示を与えることができる。 

４ 市長は、法第３５条第３項の規定により犬又は猫を引き取ったとき、法第３６条第２項の

規定により犬又は猫を収容したとき、又は第１項の規定により犬を抑留したときは、当該犬

又は猫の飼い主に対し、期限を定めて犬又は猫を引き取るべき旨の通知をし、飼い主の判明

しないものについてはその旨を２日間公示しなければならない。 



 

 

５ 市長は、法第３５条第１項本文の規定により犬又は猫を引き取ったとき、又は飼い主が前

項の公示期間満了後１日以内に公示された犬又は猫を引き取らないときは、当該犬又は猫を

譲渡その他の方法により処分することができる。ただし、当該犬又は猫の飼い主がやむを得

ない理由により当該期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨

を申し出たときは、当該申出に係る期間が経過するまでは、処分することができない。 

（事故の届出） 

第１４条 特定動物又は犬を飼養し、又は保管する者は、特定動物又は犬が人の生命又は身体

に害を加えたときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出なければならない。 

（勧告及び命令） 

第１５条 市長は、動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたとき、又は害を加えるおそれ

があると認めるときは、当該動物を飼養し、又は保管する者に対して、次に掲げる措置をと

ることを勧告することができる。ただし、法第２５条第２項の規定に基づく勧告ができる場

合にあっては、この限りでない。 

(1) 動物を殺処分すること。 

(2) 飼養施設を改善すること。 

(3) 動物を飼養施設内で飼養し、又は保管すること。 

(4) 飼養施設の内外又は動物を係留している場所の清潔を保持すること。 

(5) 動物を係留すること。 

(6) 動物に口輪を着けること。 

(7) 動物を獣医師に検診させること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な措置 

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、

その者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

（特定動物の逸走時の措置） 

第１６条 特定動物を飼養し、又は保管する者は、特定動物が飼養施設から逸走したときは、

直ちにその旨を市長に通報するとともに、当該特定動物の捕獲又は殺処分、付近の住民への

周知その他の人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 特定動物を飼養し、又は保管する者は、地震、火災等の災害に際し、特定動物が逸走して

人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するための緊急措置を定め、災害が発生し

たときは、当該緊急措置に従って適正な措置をとらなければならない。 

（立入調査等） 

第１７条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、動物を飼養し、若しくは保管する

者に対し報告させ、又はその職員に動物の飼養に関係のある場所（人の住居を除く。）に立

ち入り、動物の飼養若しくは保管の状況について調査させ、若しくは関係者に質問させるこ



 

 

とができる。 

２ 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（動物愛護管理員） 

第１８条 法第３７条の３第１項の規定により、法第２４条第１項（法第２４条の４第１項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）、法第２４条の２第３項、法第２５条第５項又は

法第３３条第１項の規定による立入検査、第１３条第１項の規定による犬の捕獲及び抑留、

前条第１項の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、

動物愛護管理員を置く。 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第２０条 第１５条第２項の規定により命ぜられた同条第１項第１号の措置をとらなかった者

は、６月以下の懲役又は１０万円以下の罰金に処する。 

第２１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。 

(1) 第１５条第２項の規定により命ぜられた同条第１項第２号又は第３号の措置をとらなか

った者 

(2) 第１６条第１項の規定による通報をしなかった者 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金又は科料に処する。 

(1) 第７条第２項の規定に違反してその飼養し、又は保管する犬を係留しなかった者（その

犬が人の生命又は身体に害を加えた場合に限る。） 

(2) 第１５条第２項の規定により命ぜられた同条第１項第４号、第５号又は第６号の措置を

とらなかった者 

(3) 第１７条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による

立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をした者 

第２３条 次の各号のいずれかに該当する者は、２万円以下の罰金又は科料に処する。 

(1) 第１４条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

(2) 第１５条第２項の規定により命ぜられた同条第１項第７号又は第８号の措置をとらなか

った者 

（両罰規定） 

第２４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第２０条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 

付 則 



 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

 （鹿児島市手数料条例の一部改正） 

２ 鹿児島市手数料条例（平成１２年条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第９９号イ中「動物の愛護及び管理に関する条例（昭和５４年鹿児島県条例

第３２号）」を「鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例（令和２年条例第５号）」に改

める。  


